
太宰府市審議会等における女性の登用状況（令和７年4月1日現在）

いつから 〜 いつまで

1 太宰府市表彰選考委員会 総務課 在職
期間中 あて職 〜 5 5 0 0.0% 無 0 0 太宰府市表彰規則 あて職(1)副市長(2)教育長(3)総務部長(4)市議会正副議長 × あて職のため

あて職のため、在任期間は各委員
の在職期間となる。

2 選挙管理委員会（☆） 〇 総務課 4 R7.4.1 〜 R11.3.31 4 4 2 2 50.0%
地方自治法
太宰府市選挙管理委員会規程

〇

3 公平委員会（☆） 〇 総務課 〇 4
R3.7.25
R5.7.20
R6.4.1

〜
R7.7.24
R9.7.19
R10.3.31

3 3 3 0 0.0% 無 地方公務員法

公平委員会の委員は、関係市町等の長が協議により定め
た候補者についてそれぞれの関係市町等の長が当該市町
又は一部事務組合の議会の同意を得たのち、筑紫自治振
興組合長(以下「組合長」という。)が選任する。

×
輪番制により各市から候補者を
推薦しており、各市の適任者が
男性であったため。

Ｒ７年度事務局：太宰府市

4 固定資産評価審査委員会（☆） 〇 総務課 3
R5.3.26
R6.3.26
R7.3.15

〜
R8.3.25
R9.3.24
R10.3.14

3人以上 3 2 1 33.3% 無 0 0
地方税法
太宰府市固定資産評価審査委
員会条例

当該市町村の住民、市町村税の納税義務がある者又は固
定資産の評価について学識経験を有する者

×
双方の性別に配慮して候補者を
選考しているが、委員数が３人
であるため。

5 太宰府市情報公開・個人情報保護審査会 文書情報課 2 R5.10.1 〜 R7.9.30 3 3 1 2 66.7%
規定に

無
太宰府市情報公開・個人情報
保護審査会条例

・優れた識見を有する者のうちから、市長が任命 〇

6 太宰府市情報公開・個人情報保護審議会 文書情報課 2 R7.4.1 〜 R9.3.31 5 5 2 3 60.0%
規定に

無
太宰府市情報公開・個人情報
保護審議会条例・規則

・学識経験のある者その他規則で定める者のうちから、
市長が任命
（その他規則で定める者⇒自治会活動その他地域活動に
携わる者若しくは携わっていた者又は公益的活動に携わ
る者若しくは携わっていた者）

〇

7 太宰府市公文書館委員会 文書情報課 2 R7.4.1 〜 R9.3.31 15 10 7 3 30.0%
規定に

無
太宰府市公文書館委員会規則 (1) 副市長 (2) 識見を有するもの ×

本委員会は、太宰府市史編さん
事業からの委員会を継承してお
り、公文書館事業の推進には、
これまでの経緯を熟知した委員
から提言等を受けることが重要
である。現委員はそれを踏まえ
た選任である。

充職である副市長を除いた委員総
数に対する女性登用率は33％であ
る。

8 太宰府市防災会議 防災安全課
R7年度中改選

予定
〜

第3条第5
号第1号か
ら第4号ま
で、第7号
及び第8号
の委員の
定数は、
若干名

規定に
無

災害対策基本法
太宰府市防災会議条例

会長は、市長
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する
者
(2) 県知事の部内の職員の内から市長が任命する者
(3) 県警察の警察官の内から市長が任命する者
(4) 市長がその部内の職員の内から指名する者
(5) 教育長
(6) 消防長及び消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員の内から
市長が任命する者
(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める
者

R７改選(予定)
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9 太宰府市国民保護協議会 防災安全課 2
R7年度中改選

予定
〜 25人以内

規定に
無

武力攻撃事態等における国民
の保護のための措置に関する
法律
太宰府市国民保護協議会条例

会長は、市町村長をもって充てる。
３ 会長は、会務を総理する。
４ 委員は、次に掲げる者のうちから、市町村長が任命
する。
一 当該市町村の区域を管轄する指定地方行政機関の職
員
二 自衛隊に所属する者(任命に当たって防衛大臣の同意
を得た者に限る。)
三 当該市町村の属する都道府県の職員
四 当該市町村の副市町村長
五 当該市町村の教育委員会の教育長及び当該市町村の
区域を管轄する消防長又はその指名する消防吏員(消防本
部を置かない市町村にあっては、消防団長)
六 当該市町村の職員(前二号に掲げる者を除く。)
七 当該市町村の区域において業務を行う指定公共機関
又は指定地方公共機関の役員又は職員

R７改選(予定)

10 太宰府市歴史と文化の環境税運営協議会 税務課 2 R6.7.22 〜 R8.7.21 16人以内 13 11 2 15.4% 無

太宰府市歴史と文化の環境税
条例
太宰府市歴史と文化の環境税
運営協議会規則

(1) 識見を有する者
(2) 関係団体代表者
(3) その他市長が適当と認める者

×
要件（1）（3）を満たす者が少
なく、（2）は他団体推薦によ
るもの

11 太宰府市税制審議会 税務課 2 R5.9.21 〜 R7.9.20 15人以内 12 10 2 16.7% 無 太宰府市税制審議会規則
(1) 識見を有する者
(2) 関係団体代表
(3) その他市長が適当と認める者

×
要件（1）（3）を満たす者が少
なく、（2）は他団体推薦によ
るもの

12 太宰府市環境審議会 環境課 2 R5.10.1 〜 R7.9.30 10 10 7 3 30.0% 有 2 3 太宰府市環境審議会規則

(1) 識見を有する者 ４人
(2) 関係行政機関の職員 １人
(3) 市民 ２人
(4) 事業所代表 １人
(5) 関係団体の代表 ２人

×

識見を有する者は本市の環境問
題に特に精通している者を委員
として任用しており、また、識
見を有する者以外は公募や各団
体の推薦であり、性別を指定し
ていないため。

13 太宰府市男女共同参画審議会 人権政策課 2 R5.8.1 〜 R7.7.31 15人以内 6 3 3 50.0% 無 0 0
太宰府市男女共同参画審議会
規則

(1)識見を有する者
(2)その他市長が適当と認める者

〇
現委員には公募委員を含まず。
（公募したが応募なし）今後の改
選時に公募を行う予定。

14 太宰府市人権尊重のまちづくり推進審議会 人権政策課 2 R6.11.1 〜 R8.9.30 10人以内 7 4 3 42.9% 無 - -
太宰府市附属機関設置に関す
る条例

(1)識見を有する者
(2)関係行政機関の職員
(3)その他市長が適当と認める者

〇

15 太宰府市男女共同参画推進委員 人権政策課 3 R6.7.1 〜 R9.6.30 3人以内 2 1 1 50.0% 無 - -
太宰府市男女共同参画推進条
例

男女共同参画施策に関し優れた識見を有し、社会的信望
の厚い者のうちから、市長が委嘱。ただし、推進委員の
すべてが、男女いずれか一方の性によって占められては
ならない

〇 ※規定に公募についての記載なし

16 太宰府市国民健康保険運営協議会 国保年金課 3 R4.6.1 〜 R7.5.31 10 10 7 3 30.0% 無

国民健康保険法
国民健康保険法施行令
太宰府市国民健康保険条例
太宰府市国民健康保険運営協
議会規則

(1)被保険者を代表する委員 3人
(2)保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3)公益を代表する委員 3人
(4)被用者保険等保険者を代表する委員 1人

×
関係機関・団体からの推薦によ
るものであるため。

17 太宰府市地域福祉推進委員会 福祉課 2 R6.10.1 〜 R8.9.30 15人以内 11 6 5 45.5% 有 1 0
太宰府市地域福祉推進委員会
規則

(1)民生委員・児童委員
(2)識見を有する者
(3)福祉ボランティア活動を行っている者
(4)その他市長が適当と認める者

〇

18 太宰府市障害者施策推進協議会 福祉課 2 R6.10.1 〜 R8.9.30 13人以内 12 7 5 41.7% 有 1 2
太宰府市障害者施策推進協議
会規則

(1)社会福祉協議会の代表者
(2)障害者団体の代表者
(3)民生委員
(4)関係行政機関の職員
(5)その他市長が必要と認める者

〇
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19 太宰府市民生委員推薦会 福祉課 3 R4.9.1 〜 R7.8.31 7人以内 7 4 3 42.9% 無 - -
民生委員法、民生委員法施行
令、太宰府市民生委員推薦会
規則

(1)民生委員 1人
(2)市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者 1
人
(3)関係行政機関の職員 1人
(4)社会福祉に関し識見を有する者 4人以内

〇

20 筑紫地区障害支援区分等審査会 福祉課 〇 2 R7.4.1 〜 R9.3.31 10人 10 8 2 20.0% 無 - -

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための
法律、障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援する
ための法律施行令、筑紫地区
障害支援区分等審査会の共同
設置に関する規約

障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者 × 団体からの推薦であるため R6〜太宰府市

21 太宰府市介護保険運営協議会 介護保険課 3 R6,10,1 〜 R9,9,30 10 9 5 4 44.4% 有 1 1 太宰府市介護保険条例
介護保険の被保険者、介護サービス事業及び保健医療関
係者、地域福祉を担う団体関係者、介護及び福祉に関す
る識見を有する者

〇

22 介護認定審査会 介護保険課 〇 2 R7,4,1 〜 R9,3,31
200
以内

35 24 11 31.4% 無 介護保険法
要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有
する者

×

開催場所・時間・曜日を限定し
た筑紫地区での募集に対して、
筑紫医師会などの9団体から推
薦された学識経験を有する委員
であるため。

太宰府市

23 太宰府市子ども・子育て会議 保育児童課 2 R6.9.1 〜 R8.8.31 15人以内 14 5 9 64.3% 無 0 0
太宰府市子ども・子育て会議
規則

(1)関係機関の職員
(2)関係団体の代表
(3)識見を有する者
(4)その他市長が適当と認める者

〇

24 太宰府市健康づくり推進協議会 元気づくり課 2 R6.9.1 〜 R8.8.31 １０人以内 10 6 4 40.0% 無 0 0
太宰府市健康づくり推進協議
会規則

(1) 関係行政機関の職員
(2) 関係団体の長が推薦する者
(3) 医療等識見を有する者
(4) その他市長が適当と認める者

〇

25 太宰府市予防接種健康被害調査委員会 元気づくり課 2 R6.7.1 〜 R8.6.30 7 7 6 1 14.3%
規定に

無
太宰府市予防接種健康被害調
査委員会設置条例

(1) 筑紫医師会の代表者 １人
(2) 筑紫医師会の推薦する医師 ４人
(3) 福岡県筑紫保健福祉環境事務所の保健監 １人
(4) 副市長

× 筑紫医師会の推薦する医師

26 太宰府市都市計画審議会 都市計画課 2 R6.11.1 〜 R8.10.31 13人以内 12 11 1 8.3% 無 0 0 太宰府市都市計画審議会条例

(1)識見を有する者
(2)市議会議員
(3)関係行政機関の職員
(4)市民

×
関係機関・団体等からの推薦に
よるため

27 太宰府市景観・市民遺産審議会 都市計画課 2 R7.4.1 〜 R9.3.31 15人以内 13 9 4 30.8% 有 2 3
太宰府市景観・市民遺産審議
会規則

(1)識見を有する者
(2)関係団体を代表する者
(3)関係行政機関の職員
(4)その他市長が必要と認める者

×
関係機関・団体等からの推薦に
よるため

28 太宰府市歴史的風致維持向上協議会 都市計画課 2 R6.11.1 〜 R8.10.31 15人以内 11 9 2 18.2% 有 1 4
太宰府市歴史的風致維持向上
協議会規則

(1)識見を有する者
(2)関係団体を代表する者
(3)関係行政機関の職員
(4)その他市長が必要と認める者

×
関係機関・団体等からの推薦に
よるため

29 太宰府市旅館等建築審査会 都市計画課 2 R7.4.1 〜 R9.3.31 6人以内 6 4 2 33.3% 無 0 0

太宰府市ラブホテル類似施設
建築規制条例
太宰府市ラブホテル類似施設
建築規制条例施行規則

(1)識見を有する者
(2)市の職員
(3)その他市長が必要と認める者

×
関係機関・団体等からの推薦に
よるため
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30 太宰府市空家等対策協議会 都市計画課 2 R6.4.1 〜 R8.3.31 15人以内 15 13 2 13.3% 無 0 0
太宰府市空家等対策協議会規
則

(1)副市長
(2)校区自治協議会を代表する者
(3)市議会議員
(4)識見を有する者
(5)関係機関又は関係団体を代表する者
(6)その他市長が適当と認める者

×
関係機関・団体等からの推薦に
よるため

31 太宰府市総合交通計画協議会 都市計画課 2 R6.6.1 〜 R8.5.31 15人以内 15 12 3 20.0% 無 0 0
太宰府市総合交通計画協議会
規則

(1)学識経験者
(2)公共交通事業者を代表する者
(3)道路管理者から推薦された者
(4)関係行政機関の職員
(5)その他市長が適当と認める者

×
関係機関・団体等からの推薦に
よるため

32 太宰府市地域公共交通活性化協議会 都市計画課 2 R6.4.1 〜 R8.3.31 20人以内 20 17 3 15.0% 無 0 0
太宰府市地域公共交通活性化
協議会規則

(1)副市長
(2)鉄道事業者及びその組織する団体において選出された
者
(3)一般乗合旅客自動車運送事業者及びその組織する団体
において選出された者
(4)一般乗用旅客自動車運送事業者及びその組織する団体
において選出された者
(5)校区自治協議会を代表する者
(6)福岡運輸支局長又はその指名する者
(7)一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が
組織する団体の代表者
(8)市内に存する道路の道路管理者又はその指名する者
(9)公安委員会を代表する者又は交通管理者
(10)識見を有する者
(11)その他市長が適当と認める者

×
関係機関・団体等からの推薦に
よるため

33 農業委員会（☆） 〇 農業委員会事務局 3 R4.4.9 〜 R7.4.8 14 14 13 1 7.1% 無 0 0
太宰府市農業委員会の委員の
定数条例

(１)委員の在任期間において、市内に住所を有する者。
ただし、特別の事情があればこの限りでない。
(２)市の職員でない者
(３)農地につき耕作の業務を営む者又は同居の親族及び
その配偶者において、その耕作に従事する者であること
を農業委員会が認めた者。ただし、農業委員会法第８条
第６項に規定する者を除く。
(４)市の農業の発展に寄与することを市長が認める者

× 女性農業者がいない。

34 太宰府市社会教育委員 社会教育課 2 R5.6.1 〜 R7.5.31 15 9 4 5 55.6%
規定に

無
0 0

社会教育法第十五条
太宰府市社会教育委員に関す
る条例

学校教育及び社会教育の関係者、
家庭教育の向上に資する活動を行う者
並びに識見を有する者の中から教育委員会が委嘱

〇

35 教育委員会（☆） 〇 社会教育課 4 備考欄参照 〜 備考欄参照 5 5 4 1 20.0% 無 0 0
地方教育行政の組織及び運営
に関する法律

（教育長）
・当該地方公共団体の被選挙権を有する者
・人格が高潔である者
・教育行政に関し識見を有する者
（委員）
・当該地方公共団体の被選挙権を有する者
・人格が高潔である者
・教育・学術及び文化に関し識見を有する者

×
性別を問わず、教育長・委員と
しての資質を持つ人物を選任し
ているため。

在任期間は委員によって異なる
（任期）教育長3年、委員4年
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36 太宰府市教育支援委員会 学校教育課 2 R6.10.1 〜 R7.9.30 10人以内 6 1 5 83.3% 無 0 0 太宰府市教育支援委員会規則

【所掌事務】特別に支援を必要とする児童生徒・幼児の
教育的ニーズに応じた教育内容や就学先を含めた支援体
制等について、専門的な立場から協議を行い、必要な支
援を行う
(1) 臨床心理士
(2) スクールカウンセラー
(3) 県立特別支援学校の教員
(4) 児童福祉施設等の職員
(5) 識見を有する者
(6) その他教育長が必要と認める者

〇

37 太宰府市教育支援センター運営委員会 学校教育課 2 R6.7.18 〜 R8.7.17 13人以内 7 5 2 28.6% 無 0 0
太宰府市教育支援センター運
営委員会規則

(1) 識見を有する者
(2) 市内小中学校の校長、養護教諭及び生徒指導担当教
員
(3) 指導主事
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他教育長が適当と認める者

× 充て職による就任が多いため

定数に対し、一時的に委員が少な
くなっていますが、
令和7年5月1日からは
男性9人
女性4人
総数13人
になります。

38 太宰府市文化財専門委員会 文化財課 2 R6.8.1 〜 R8.7.31 10 10 8 2 20.0% 無 0 0
太宰府市文化財専門委員会規
則

(1)見識を有する者 ×
高度な専門性を有する人材が限
られるため

39 太宰府市史跡対策委員会 文化財課 2 R5.10.1 〜 R7.9.30 20人以内 13 10 3 23.1% 無 0 0 太宰府市史跡対策委員会規則
(1)史跡地地元代表
(2)識見を有する者

×

40 太宰府市史跡整備検討委員会 文化財課 2 R6.7.1 〜 R8.6.30 10人以内 10 8 2 20.0% 無 0 0
太宰府市史跡整備検討委員会
規則

(1)識見を有する者 (2)関係団体を代表する者
(3)関係行政機関の職員
(4)その他教育委員会が必要と認める者

×
委員の要件に沿う方を選んだ結
果女性が少なかったため

41 太宰府市文化財保存活用推進協議会 文化財課 現在選任中 〜 令和7年4月7日現在、委員を選任
中

42 太宰府市市立図書館協議会 文化学習課 2 R6.10.29 〜 R8.10.28 10人以内 7 3 4 57.1% 無
太宰府市立図書館条例
太宰府市立図書館協議会規則

(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 識見を有する者

〇

43 監査委員（☆） 〇 監査委員事務局

4
議
選
は
議
員
の
任
期

識見 R3.6.1
議選 R4.1.11

〜
R7.5.31
R7.12.11

2 2 2 0 0.0% 無
地方自治法
太宰府市監査委員処務規程

(1)識見を有する者
(2)議員のうちから選任

×
識見を有する者及び議員のうち
から選任しているため

合計 383 269 114 29.8%
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